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第１章 はじめに 

第１節 被災建築物応急危険度判定制度の成り立ち 

建築物の地震対策としては、地震が発生する前に建築物の安全性を確保するための事前対策と、地

震発生後に被災建築物に対する措置を講ずる事後対応の二つが考えられる。 

昭和４３年十勝沖地震による深刻な被害は、新築建築物を対象とした耐震設計法の改訂の必要性と

同時に耐震診断等の開発の必要性を強く認識させ、被災建築物の復旧、補強を含めた耐震補強技術

の研究がこの頃から始まった。 

このため、建設省（現・国土交通省）が昭和４７年から５ヶ年にわたって総合技術開発プロジェクトとして

耐震設計法の開発に取組み、新耐震設計法が昭和５６年６月に施行されることで、新築等において建築

物の耐震性の向上が図られることになった。 

また、昭和５２年には RC造の耐震診断基準や耐震改修指針が発表されたものの全国的展開は見ら

れなかったが、平成７年１月の阪神・淡路大震災において、耐震性の劣る既存建築物が多数被害を受け

たことから、耐震診断、耐震改修による既存建築物の耐震性の向上を目的とした「建築物の耐震改修の

促進に関する法律」（平成７年法律第１２３号）が施行されることにより、耐震診断基準等が全国規模で適

用されるようになった。 

一方、事後対策については、建設省が昭和５６年から「震災構造物の復旧技術の開発」の研究を進

め、地震被災建築物についての「建築物の震災復旧マニュアル（案）」をまとめている。このマニュアルの

成果である被災度判定と復旧技術の各方法については、昭和６０年のメキシコ地震において試行され、

その有効性が確認されている。 

これを受けて平成７年１月に発生した阪神・淡路大震災において、初めて大規模に被災建築物応急

危険度判定が行われ、その有効性が認識され、その後、全国の都道府県において、震災後対策の初動

対応として本制度の整備が行われている。 

 

第２節 被災建築物応急危険度判定について 

被災建築物の応急危険度判定は、地震により被災した建築物について、余震等による建築物の倒壊

や部材の落下等から生じる二次災害を防止し、住民の安全の確保を図るため、応急危険度判定士が建

築物の被害の状況を調査し、余震等による二次災害発生の危険の程度を判定・表示するものである。 
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第３節 本マニュアルの目的 

本マニュアルは、実施本部（市町村）及び支援本部（県）が応急危険度判定を迅速かつ円滑に実施す

るために実施本部等の業務に関する基本的事項を定めたものである。 

 

 ○本マニュアルの構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

業務マニュアル 

震前対策編 

震後対策編 

市町村震前マニュアル・・・P 

県震前マニュアル・・・P 

市町村実施本部業務マニュアル・・・P１０ 

県支援本部業務マニュアル・・・P４５ 

判定ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ業務マニュアル・・・P７９ 

チーム編成業務マニュアル・・・P９５ 

判定士業務マニュアル・・・P９９ 

 

※「震前対策編」については、今後、作成予定です。 

実施本部の業務等を定めたもの 

支援本部の業務等を定めたもの 

判定コーディネーターの業務等を定めたもの 

判定コーディネーターが行うチーム編成業務を

定めたもの 

応急危険度判定士の業務等を定めたもの 

市町村が平時から準備すべき事項等を定めたもの 

県が平時から準備すべき事項等を定めたもの 
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第４節 判定実施体制及び全体フロー 

１．被災建築物応急危険度判定の実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

チーム 

班 

判定コーディネーター 

判定拠点 

実施本部 

災害対策本部 

被災市町村 

 
 

 
全国判定協議会 

非被災都道府県 

北海道・東北ブロック 

青森県 

災害対策本部 

支援本部 

地域県民局 

 
建築士会 

関係団体 

 
民間判定士 

民間判定士 

連携 

支援 

支援要請 

支援 

支援

要請 

支援要請 

判定 

連携 

支援要請 支援 

支援要請 

支援 

国 

非被災市町村 

支援 

連携 

国土交通省 
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＜＜実施本部＞＞ 

（市町村） 

報告 

報告 

要請 

要請 

回答 
回答 

提供 
依頼 

提供 

報告 報告 

連絡 

連絡 

支援 

支援 

２．被災建築物応急危険度判定の全体フロー（概要版） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

地震発生 

＜＜支援本部＞＞ 

（県） 

（国、他都道府県 

  県内市町村 等） 

被害状況の把握 

実施本部の設置 

判定実施要否の判断 

 

判定実施計画の策定 

 

END 

 

支援本部への支援要請 

 

判定資機材の手配 

 

 

判定拠点の開設 

※１．必要に応じて、判定実施計画の修正 

※２．民間判定士等補償制度を適用しない 

場合は、県経由で全国協議会事務局 

へ通知 

判定士等の受入れ等 

 

判定ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの配置 

 

住民への広報等 

 

判定業務の開始 

当日分の判定結果の 

取りまとめ 

 

当日分の判定業務終了 

 

最終集計、資料整理 

実施本部の解散 

支援本部の設置 

被害状況の把握 

判定実施要否の連絡 

判定支援計画の作成 

支援要請に対する回答 

支援要請 支援要請に対する回答 

判定士等の名簿の取りまと

め 

 

判定士等の名簿の提供 

 

判定士等派遣及び 

判定資機材支援 

当日分の判定結果の報告 

最終集計、資料整理 

支援本部の解散 

判定実施不要と判断 

判定実施必要と判断 

民間判定士等補償制度に係る 

判定士名簿の報告 経由 

報告 報告 

連絡 連絡 

通知 全国協議会事務局へ 

判定士等の派遣 
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Topics／想定される地震の規模、人的被害及び建物被害の状況  

本県では、平成８年度に青森県地震・津波被害想定調査を実施していたところであるが、東北地方太

平洋沖地震を踏まえ、平成 24・25年度に青森県地震・津波被害想定調査を実施（※）し、その結果、想

定される地震津波被害は以下のとおりとなっている。 

※日本海側海溝型地震については、平成 27年度に見直しを行っている。 

 

１．想定地震 

想定する地震は、青森県に被害をもたらす可能性の高い最大規模の地震・津波である「太平洋側

海溝型地震」、「日本海側海溝型地震」及び「内陸直下型地震」を設定。 

２．地震動の予測 

①太平洋側海溝型地震 

太平洋側の概ね全ての市町村域で震度６弱以上、県中央部で震度５弱～５強、県西部の岩木川沿

いで震度６弱が分布している。また、県内の５０％以上の地域で震度５強が分布している。 

 

②日本海側海溝型地震（平成２７年度調査の成果） 

震度６強が五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢町、深浦町及び中泊町に分布し、震度６弱が津軽地方沿

岸部に広く分布している。また、震度５強が津軽地方内陸部に広く分布し、震度５弱が南部地域に広く

分布している。 

 

③内陸直下型地震 

断層の位置する青森市北西部、蓬田村を中心として青森湾沿岸に震度６弱以上が分布している。

また、青森市北西部、蓬田村の沿岸部で震度７が分布している。 

 

３．人的・建物被害 

項目 

想定地震 

太平洋側 

海溝型地震 

日本海側 

海溝型地震 

内陸 

直下型地震 

人的被害 

死者 25,000人 6,900人 2,900人 

負傷者 22,000人 4,500人 10,000人 

避難者（直後） 182,000人 42,000人 68,000人 

建物被※ 
全壊 71,000棟 12,000棟 22,000棟 

半壊 130,000棟 41,000棟 42,000棟 

※揺れ、液状化、津波、急傾斜地崩壊及び地震火災による被害の総数 

    （資料：平成２４・２５年度青森県地震・津波被害想定調査。 

日本海側海溝型地震については、平成２７年度調査の数値） 
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４．震度分布 

 
図１：太平洋側海溝型地震 

 
図２：日本海側海溝型地震（平成 27年度調査） 

 
図３：内陸直下型地震 
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